
様式第３号（第５、第６の１、第６の２関係）（その１） 

 

警 察 署 協 議 会 会 議 録 

嘉麻警察署協議会 

 

開催年月日時 
 令和３年１２月２３日  午後４時３０分 から 

 令和３年１２月２３日  午後５時４５分 まで 

 

  

 
開 催 場 所          嘉麻警察署大会議室 

 

 

出 席 者        

警察署協議会 会長以下５名 

 

  

 

警 察 署        

署長、副署長、総務課長、会計課長、 

生活安全課長、地域課長、山田警部交番所長、 

稲築警部交番所長、刑事課長、刑事課主幹、交

通課長、警備課長、総務第一係長（事務局） 
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【会長挨拶（要旨）】 

 新型コロナウイルス感染症に終始した令和３年も、あと残りわずかとなった。 

 今年も日本国内外で色々なことがあったが、特に印象に残ったのは、富裕層の民 

間人が宇宙旅行をしたことである。世の中はどんどん進化しており、夢が夢で終わ 

らなくなってきたと感じる。 

 さて、嘉麻市でも色々なことが起こり、新型コロナに翻弄され続けてきたが、お 

かげさまで大きな事件・事故の発生もなく年末を迎えることができた。これもひと 

えに、署長をはじめとする嘉麻署員の皆様が粉骨砕身、日夜頑張って私たちを守っ 

てくれたおかげであり、感謝申し上げる。 

 日頃から、署員の皆様のチームワークの良さと底力を感じているところである。 

 本日は本年最後の協議会となるが、スムーズに進むよう、皆様の御協力をお願い

する。 

 

【署長挨拶（要旨）】 

 年末の非常にお忙しい中、出席いただきお礼申し上げる。 

 本年１０月に新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が解除されて以降、 

警察関係の行事も立て続けに開催され、中でも「嘉麻警察署殉職警察官慰霊祭」や 

嘉麻市主催の「嘉麻市防災訓練」、また「年末年始特別警戒出動式」については、 

会長をはじめ多くの委員の皆様に参加いただき、お礼申し上げる。 

 幸い、今年１年当署管内においては大きな事件・事故の発生はなく、大きな災害 

もなかったことから良かったと思っている。 

 本日の議題として取り上げるのは、今一番心配している「ニセ電話詐欺」につい 

てである。 

これまで管内において被害発生の届出はないものの、予兆電話である「アポ電」 

の件数は本年に入り非常に増加している。県下では一人の被害者に対して、数か月 

の長期に亘り複数回騙し取られ、合計数千万円の被害に遭っているという事案が発 

生している。 



 新型コロナの影響で人の流れが全体的に停滞している中、この犯罪は電話１本で 

敢行できることから、今後もこういった犯罪は増えていくことが予想される。 

 今回、委員の皆様に正しい知識を持ってもらい、ご家族やご親戚、またはご近所 

の方に対して、さらに会合等に出席される際は、「警察でこういう話を聞いた。」と 

是非広報・啓発活動を行っていただくようお願いする。 

 今年残り１０日余り、気を引き締めて署員一同頑張っていくことから、よろしく 

お願いする。 

 

【議事】 

 １ 令和３年１１月末における管内の治安情勢について 

  ⑴ 犯罪発生状況等（生活安全課長） 

  ⑵ 交通事故発生状況（交通課長） 

 ２ ニセ電話詐欺の現状等について（生活安全課長・刑事課長） 

 ３ 駐在所勤務員の選考基準の一部見直しについて（地域課長） 

 

【事前質問に対する回答】 

事前に委員から寄せられた以下の質疑等に対し、それぞれ担当者が回答した。 

１ 刑事関係 

 ⑴ 管内の薬物事犯の現状及び注意点について 

 ⑵ 選挙運動における、メールとＳＮＳでの運動の違いについて 

２ 交通関係 

  管内の交通事故多発箇所について 

 

【質疑応答及び意見要望】 

○ 委員から、「ニセ電話詐欺に関して、現在、事業所で感染症対策として空気清 

 浄機や滅菌の器具等を購入した際に助成金が支払われる制度がある中、事業所宛 

 てに『助成金の申請手続きを一括して行うので情報を教えてほしい。』旨の電話 

 が複数回かかってきているが、同様の事案の把握があるか。」旨の質疑があり、 

 生活安全課長から、「お話しのあった助成金や特別給付金等といった政府の施策 

 が行われた際に、それらを悪用する手口でニセ電話詐欺等を敢行するケースが多 

い。通常、公的機関であればそのような手続きは電話では行わないことから、同 

様の電話があった際は、ニセ電話詐欺の手口の一種だという認識を持ち、対応を 

お願いする。」旨の回答があった。 

 

○ 委員から、「詐欺なのかどうか判然としないが、事業所のホームページを立ち 

上げていると、悪口や誹謗中傷を書き込まれた場合にそれを削除するという触れ 

込みの架電や、ＦＡＸが多数送られてくる。これは、わざと業者が悪口を書き込 

んで商売をしているのではないかと気になっている。」旨の意見があり、生活安 

全課長から、「電話で悪い事をしようとする者に対しては、ニセ電話詐欺撃退機 

器の設置が有効であることから、心配であればそういった機器の設置の検討や、 

警察署に相談するようお願いする。」旨の回答があった。 

 

【総括・閉会】 

 署長から総括及び終了の挨拶があった後、閉会した。     以 上 
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